
別表

(基本単位）

１割 ２割 3割 １割 ２割 3割
要介護１ 584円／⽇ 1168円／⽇ 1752円／⽇ 要介護１ 658円／⽇ 1310円／⽇ 1965円／⽇
要介護２ 689円／⽇ 1378円／⽇ 2067円／⽇ 要介護２ 777円／⽇ 1546円／⽇ 2319円／⽇
要介護３ 796円／⽇ 1592円／⽇ 2388円／⽇ 要介護３ 900円／⽇ 1792円／⽇ 2686円／⽇
要介護４ 901円／⽇ 1802円／⽇ 2703円／⽇ 要介護４ 1023円／⽇ 2036円／⽇ 3054円／⽇
要介護５ 1008円／⽇ 2006円／⽇ 3009円／⽇ 要介護５ 1148円／⽇ 2284円／⽇ 3426円／⽇
(加算） １割 ２割 3割

４０円／⽇ ８０円／⽇ １２０円／⽇

２２円/⽇ ４４円/⽇ ６６円/⽇

（減算） １割 ２割 3割
９４円／⽇ 188円／⽇ 282円／⽇
47円／⽇（⽚道） 94円／⽇（⽚道） 188円／⽇（⽚道）

(基本単位） １割 ２割 3割 １割 ２割 3割
要⽀援1（⽉４回まで） ４３６円／⽇ ８７２円／⽇ １３０８円／⽇ 要⽀援1(⽉5回以上） １７９８円／⽉ ３５９６円／⽉ ５３９４円／⽉
要⽀援2（⽉８回まで） ４４７円／⽇ ８９４円／⽇ １３４１円／⽇ 要⽀援2（⽉9回以上） ３６２１円／⽉ ７２４２円／⽉ 10863円／⽉
(加算）

88円／⽉ 176円／⽉ 264円／⽉

176円／⽉ 352円／⽉ 528円／⽉

（減算）
同⼀建物に対する減算（ケアハウス居住者対象）

要⽀援1 要⽀援2

3000円（１回） 3500円（１回）

⾷費 ６００円／⽇

（所要時間6時間以上７時間未満の場合） （所要時間７時間以上8時間未満の場合）

⼊浴加算（Ⅰ） デイサービスで⼊浴された場合に頂く加算で
す。（希望者のみ）

サービス提供体制加算Ⅱ
サービスの質向上のため介護福祉⼠等の専⾨
職が⼀定以上配置されている場合に頂く加算
です（当事業所では５０％以上）

サービス提供体制加算Ⅱ
サービスの質向上のため介護福祉⼠等の専⾨
職が⼀定以上配置されている場合に頂く加算
です（当事業所では５０％以上）

処遇改善加算Ⅰ 介護職員の処遇改善に対して厚⽣労働省が定
める算定要件を満たす場合に頂く加算です

所定単位数の1000分の59

特定処遇改善加算Ⅰ
上記処遇改善加算に加え技能・経験のある介護職
員の処遇改善を⽬的に、介護報酬をさらに加算し
て⽀給する制度です。

所定単位数の1000分の12

ベースアップ等⽀援加算
令和４年１０⽉より新設された加算で⼈材確保・
⼈材定着を⽬的に上記処遇改善加算等に加え頂く
加算です。

所定単位数の1000分の11

同⼀建物に対する減算（ケアハウス居住者対象）
送迎を⾏わない場合における減算

処遇改善加算Ⅰ
介護職員の処遇改善に対して厚⽣労働省が定
める算定要件を満たす場合に頂く加算です

所定単位数の1000分の59

特定処遇改善加算Ⅰ
上記処遇改善加算に加え技能・経験のある介護職
員の処遇改善を⽬的に、介護報酬をさらに加算し
て⽀給する制度です。

所定単位数の1000分の12

ベースアップ等⽀援加算
令和４年１０⽉より新設された加算で⼈材確保・
⼈材定着を⽬的に上記処遇改善加算等に加え頂く
加算です。

所定単位数の1000分の11

1割 2割 3割

要⽀援1 376円／⽉ 752円／⽉ 1128円／⽉
要⽀援2 752円／⽉ 1504円／⽉ 2256円／⽉

⾃費利⽤
介護⽀援専⾨員（ケアマネージャー）が計画
された以上の利⽤を希望される場合に頂く料
⾦です。

キャンセル代（お休
みの連絡を当⽇午前
８時３０分まで頂け
なかった場合）

６００円

通所介護（要介護1〜

介護予防通所介護相当サービス（事業対象者・要⽀援１〜

扇寿荘指定通所介護⽀援センター
⾃⼰負担分（要介護・要⽀援共通）

扇寿荘デイサービスセンター料⾦

令和６年５⽉１⽇改訂


